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１　�「新任法務責任者の要諦（第３期）」
に参加して

　2021年から試行的に実施している、新任法務
部門長向け研修「新任法務責任者の要諦（第３
期）」を受講し、その「延長戦」に参加させて
いただいています。そこでは、13人の受講者と
ともに、法務パーソンたちが活き活きと働くこ
とができるように、われわれ法務部門長は何を
どうすべきかという点について、各社の実情と
課題、取組みを共有しながら、楽しく、そして
真面目に議論してきました。
　第３期の受講期間は2023年８月～ 11月でし
たが、受講終了後も２か月に１度のペースの会
合を「延長戦」として続けています。

２　当社の法務部門の課題
　さて、当社の法務部門の課題です。その場で
も共有し議論させていただいたことではありま
すが、総合商社である当社にあっては、多様な
ビジネスラインと、各ビジネスラインからの
ニーズに寄り添った形で提供されるべき法務
サービスの多様性、そして、サービスを提供す
る主体である法務人材の確保、育成、活躍とい
う点にあります。
　もっとも、ビジネスラインは各社各様ですの
で、総合商社は他業種に比べてコングロマリッ
ト・リスクがちょっと高めという、その点を除
けば、どの会社の法務部門の抱える課題もおお
むね同じところに終着するようです。とりわけ、
法務人材の確保、育成、活躍という課題に対し

てのアプローチについては、深く議論
してきています。受講者の皆さんから
はとても参考になる取組みの共有や意
見・アドバイスもいただきました。特
に、それぞれの組織のリーダーである
われわれのマインドセットの大切さを
改めて認識しました。そして、私なり
の対策として、当社法務部のメンバー
一人ひとりの「やりがい」を大事にし
ていこうと考えました。

３　�「やりがい」と�
法務パーソンの「専門性」

　私の仮説を述べますと、一人ひとり
の「専門性を高めること」こそが「やりがい」
につながるというものです。
　当社の営業部門の知人や友人に、彼ら・彼女
らの取り組む経営課題・ビジネス課題に対して、
よりニーズに沿った法務サービスを提供すべく、

「法務部に求めていること」を尋ねることがあ
ります。すると、ほぼ例外なく「専門性」とい
う答えが返ってきます。または、「お前ら法務
は専門性があるからいいよな、将来安泰だよ
な」というオマケの言葉までついてきます。
　彼ら・彼女らが考えている、法務部の専門性
とは何なのでしょうか？　そもそも、法務パー
ソンに対してどういう見方（または偏見）を持っ
ているのでしょうか？　そして、その専門性は、
法務パーソンの考える専門性や「やりがい」に
結びついているものなのでしょうか？
　おそらくその２つの「専門性」という言葉の
間にはギャップがあるのでしょう。営業のそれ
には「なんかようわからんけど」という冠詞の
ようなものがついている気もします。
　ついては、そのギャップを狭め、結びつけ、
その結びつきをより密なもの、太いものにした
いと思っています。
　まず必要なのは、やはり「コミュニケーショ
ン」なのだろうなと思います。法務部のメン
バーに訊くと、だいたい無駄な仕事をやめたい
といいます。bullshit jobs という言い方もある
ようですが、何が無駄な仕事かというと、「相
手先との関係で文言は変えられないのだけど、
念のため法務部でチェックしてくれ」が、どう
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やらナンバーワンなようです。たしかに、ここ
に法務の専門性は感じられません。
　しかしながら、同じ依頼でも、「相手先との
関係で文言は変えられないのだけど、自分なり
に読んでみたところ、○○について法務的なア
ドバイスがほしい。△△が起こった場合、当社
のリスクプロファイルと、その対処について、
いっしょに考えてほしい」なんていわれたら、
法務パーソンとしては嬉しいものです。われわ
れ法務部側からも「いま忙しいのでできませ
ん」といったつっけんどんな対応よりも、われ
われにとっても嬉しい依頼となるように誘導す
ることで、一見無駄な仕事を減らしたいと思い
ます。

４　「やりがい」とアサインメント
　そして、やはり本命は「アサインメント」か
なぁと思います。
　私も若いころ、数百億円規模のプロジェク
ト・ファイナンスを現地で相手方と交渉する出
張の機会などを与えられたときには、鼻の穴が
膨らむ思いをしたものです。
　とはいえ、人はどうしても、自分自身の成功
体験に縛られてしまう傾向があるようですね。
私自身のキャリアを振り返ったときに、一時期
の外部弁護士事務所への出向期間を除くと、法
務以外には人事の在籍期間はあるものの、ほぼ
住友商事グループ一筋のキャリアです。そして、
かかわった案件としては、上記のほかにも、お
おむね規模の大きい膨大なドキュメンテーショ
ンが必要なプロジェクト関係や、トラブル絡み
の調査対応・トラブルシューティング的な業務
にかかわることが多かったように思います。

「そこで学んだことは……」と、ついつい若手
法務部メンバーに言いがちです。よかれと思っ
ての発言ではありますが、昔話もたまにはよい
ものの、しつこいと嫌われます。
　当社では、年末に「コーポレート・サーベイ」
というものがあり、各ビジネスユニット長が
コーポレート部隊についての評価・注文をつけ
る機会があります。そこで、法務に対するエー
ルをもらいました。海外での新規投資案件にお
いて活躍した法務部のメンバーへの感謝の言葉
でもあったのですが、「外部弁護士を起用する

と法務部の方の関与が減るケースが多いですが、
やはり『「当社事」で見てくれる法務部の方』
と仕事した営業人員の成長度合いは目を見張る
ものがあります」というものでした。
　この例を踏まえても、個々の法務部のメン
バーが興味をもっているような業務をなるべく
アサインし、そこで自信を持って活躍し、その
影響を他人にも与えることができるような仕組
みづくりを心がけたいと思います。
　幸い、当社ではビジネスラインが多様である
ため、かなり多様な業務内容にかかわり、結果
として多種多様な法律問題に対処することも可
能です。当社では夏から秋にかけて「キャリア
アセスメント面談」と称して、法務部のメン
バー自身が短期・中長期的に希望するキャリア
とそのために身につけたいスキルなどを申告し、
それに対して上司からの考えや助言を伝えて、
対話する機会があります。そこでの対話をもと
に、部内でのローテーション、海外の法務拠点
への駐在、または海外ロースクールへの派遣な
どの人選も行います。最近では、比較的入社年
次の浅い法務部のメンバーを、国内外のヘルス
ケアビジネスを行う営業部隊に２年～３年間の
育成的ローテーションとして送り出しました。
さらなる成長を遂げて法務に戻ってきてくれる
ことを期待していますが、そのまま営業部隊に
とられてしまうことも for the company かなと、
本人の希望次第と思っています。

５　結語
　最後になりましたが、こういったことを改め
て「同志」ともいえるメンバーといっしょに考
える機会を与えていただいた、永江禎主査（電
通グループ）ほか経営法友会の研修部会の皆さ
ま、そして「新任法務責任者の要諦（第３期）」
の講師を務めていただいた高野雄市代表幹事

（三井物産）をはじめとする講師陣の皆さまに
感謝申し上げます。


